
一
二
五

『
●
嚢
鈔
』
に
お
け
る
神
と
仏

一．

は
じ
め
に

『

嚢
鈔
』
は
全
体
的
に
百
科
事
典
の
外
装
を
纏
っ
て
は
い
る
が
、
多
分
に
啓
蒙

書
的
な
内
実
を
備
え
て
い
る
。
稿
者
は
こ
れ
ま
で
、『

嚢
鈔
』
に
散
見
す
る
行
誉

自
身
の
言
説
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
そ
の
説
話
引
用
の
仕
方
と
併
せ
て
、
そ
れ

を
支
え
る
思
想
的
な
問
題
を
考
究
し
て
き
たq

。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
『

嚢
鈔
』
が
何

を
目
的
に
編
述
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、『

嚢
鈔
』
七
巻
の
う
ち
、
巻
五
以
降
の
三
巻
の
成
立
時
期
は
前
半

四
巻
よ
り
少
し
遅
れ
る
。
行
誉
は
と
り
あ
え
ず
巻
四
ま
で
で
い
ち
お
う
の
完
成
品
と

み
な
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
さ
ら
な
る
依
頼
（
最
初
の
依
頼
主
と
は
別
人
物
）
が
あ
っ

た
た
め
に
継
ぎ
足
し
た
の
が
、
後
の
三
巻
で
あ
っ
た
よ
う
だw

。
こ
の
三
巻
は
そ
の
内

容
に
よ
っ
て
緇
問
上
・
中
・
下
と
分
類
さ
れ
る
。
緇
問
と
は
、
巻
四
ま
で
の
一
般
的

な
質
問
（
素
問
）
に
対
し
て
、
仏
教
に
関
す
る
質
問
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

行
誉
の
編
述
意
識
を
表
す
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
は
単
な
る
仏
教
に
関
わ
る
百
科
辞
典

的
知
識
の
披
瀝
に
留
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
素
問
同
様
、
こ
こ
で
も
編
者
行
誉
の
意

図
や
思
い
が
強
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
緇
問
下
（
七
巻
。
刊
本
で
は
⑬
巻

か
ら
⑮
巻
）、
に
は
、
観
勝
寺
お
よ
び
真
言
宗
を
他
の
寺
院
・
宗
派
よ
り
も
優
れ
た
も

の
と
し
て
称
揚
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
るe

の
で
あ
る
。

さ
て
、『

嚢
鈔
』
巻
五
（
緇
問
上
）
は
そ
の
緇
問
の
冒
頭
に
当
た
る
。
緇
問
上
に

は
、
項
目
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
記
事
の
量
に
違
い
が
見
ら
れ
、
量
の
多
い
項
目
で
は
、

説
話
引
用
を
伴
い
な
が
ら
思
想
的
言
説
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
言
説

の
ほ
と
ん
ど
は
、
王
法
と
仏
法
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
るr

。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『

嚢
鈔
』
緇
問
上
に
見
ら
れ
る
大
神
宮
と
僧
と
の
関
係

を
述
べ
る
記
事
に
注
目
し
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
『
通
海
参
詣
記
』
や
『
豊
葦
原
神

風
和
記
』
の
記
事
の
引
用
の
仕
方
を
通
し
て
、
王
法
仏
法
に
関
す
る
行
誉
の
主
張
の

方
向
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二．

緇
問
上
（
巻
五
）
に
お
け
る
王
法
・
仏
法
関
連
記
事

行
誉
の
主
張
が
見
え
る
の
は
、
話
題
が
本
来
の
問
い
の
内
容
か
ら
大
き
く
逸
れ
て
、

説
話
引
用
を
伴
う
思
想
的
言
説
が
展
開
す
る
場
合
（
話
題
の
逸
脱
、
脱
線
）
で
あ
るt

。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
部
分
は
他
の
条
項
よ
り
も
長
く
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
十
丁
を
超
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
自
分
の
主
張
に
近
い
思

想
を
載
せ
る
書
物
や
、
自
分
の
主
張
の
裏
付
け
と
な
り
そ
う
な
説
話
を
組
み
合
わ
せ

た
り
、
と
き
に
は
手
を
加
え
た
り
し
て
利
用
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
行
誉
自
身
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
他
の
条
項
よ
り
も
比

較
的
分
量
が
多
く
、
思
想
的
言
説
や
説
話
が
見
ら
れ
る
も
の
を
中
心
に
検
討
す
る
こ

と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
引
用
部
分
と
原
典
と
の
距
離
を
測

る
こ
と
と
、
行
誉
が
ど
う
い
う
資
料
を
選
び
、
ど
う
い
う
文
脈
で
そ
れ
ら
を
並
べ
た

の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
緇
問
上
（
巻
五
）
に
お
い
て
、
と
く
に
記
事
の
量
が
多
く
、
説
話
や
思

想
的
言
説
の
見
ら
れ
る
条
項
を
挙
げ
る
と
、
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

《
表
》
『

嚢
鈔
』
巻
五
（
刊
本
巻
⑧
・
⑨
）
緇
問
上
説
話
・
思
想
的
言
説
を
含
む
条

行
誉
の
緇
問
（
巻
五
〜
七
）
に
お
け
る
基
本
的
な
編
述
方
針
は
、
仏
教
に
関
す
る

質
問
に
答
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
緇
問
上
で
は
、
と
く
に
神
や
王
法
に
関
わ

る
も
の
が
多
い
。
右
表
に
挙
げ
た
思
想
的
言
説
や
説
話
を
含
む
条
に
お
い
て
も
、
17

「
若
少
年
僧
為
師
一
居
下
事
」、
31
「
不
堪
所
學
必
可
改
事
」、
61
「
知
地
震
動
事
」y

以
外
は
、
仏
教
と
神
道
、
あ
る
い
は
仏
法
と
王
法
と
の
関
係
が
中
心
に
述
べ
ら
れ

る
。そ

の
中
で
も
、
２
「
後
七
日
事
」、
３
「
二
間
供
事
」、
６
「
太
神
宮
御
事
」
で
は
、

『
通
海
参
詣
記
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
皇
祖
神
た
る
天
照
大
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
と

僧
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
る
。『

嚢
鈔
』
に
お
け
る
仏
教
と
神
道
、
仏
法
と
王
法

と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
条
項
の
内
容
を
押
さ
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
三
条
項
の
う
ち
、
と
く
に
２
「
後

七
日
事
」
と
６
「
太
神
宮
御
事
」
を
中
心
に
、
行
誉
の
主
張
を
読
み
解
い
て
い
き
た

い
。

三．

禁
中
仏
事
の
正
統
性

ま
ず
は
『

嚢
鈔
』
巻
五
―
２
「
後
七
日
事
」
を
見
て
み
る
。
紙
面
の
都
合
上
、

目
録
お
よ
び
典
拠
を
参
考
に
私
に
分
け
て
梗
概
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
展
開
に

な
る
。

《
『

嚢
鈔
』
巻
五
―
２
「
後
七
日
事
」
》
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六

条

刊
　
本

綱
目
（
目
録
）

典
　
　
拠

記
事
量
・
説
話
の
有
無

２

⑧
‐
２

後
七
日
事

弘
法
大
師
行
状
絵
伝
・
通
海
参
詣
記

長
（
３
丁
）
・
説
話
あ
り

３

⑧
‐
３

二
間
供
事

通
海
参
詣
記

説
話

４

⑧
‐
４

修
二
月
事

東
山
往
来

や
や
長
（
１
丁
弱
）
・
説
話

５

⑧
‐
５

神
泉
園
事

弘
法
大
師
行
状
絵
伝

長
（
４
丁
半
）
・
説
話

６

⑧
‐
６

太
神
宮
御
事

通
海
参
詣
記
・
続
古
事
談
・
豊
葦
原
神

長
（
８
丁
半
）
・
説
話

風
和
記

７

⑧
‐
７

當
寺
鎮
守
事

長
（
２
丁
）
・
説
話

８

⑧
‐
８

可
参
詣
太
神
宮
事

通
海
参
詣
記

長
（
２
丁
半
）
・
説
話

10

⑧
‐
10

神
道
醜
陋
耻
事

豊
葦
原
神
風
和
記

長
（
３
丁
半
）
・
説
話

17

⑧
‐
17

若
少
年
僧
為
師
一
居
下
事

や
や
長
（
１
丁
）
・
説
話

31

⑧
‐
31

不
堪
所
學
必
可
改
事

太
平
記

長
（
２
丁
）
・
説
話

35

⑨
‐
３

僧
礼
神
明
否
事

鵞
珠
抄
・
法
苑
珠
林
ほ
か

長
（
３
丁
半
）
・
説
話

61

⑨
‐
29

知
地
震
動
事

宝
物
集
？

や
や
長
（
１
丁
半
）
・
説
話

74

⑨
‐
42

政
道
正
謂
刹
利
居
士
懺
悔

宝
物
集
・
太
平
記
・
神
皇
正
統
記
ほ
か

長
（
15
丁
）
・
説
話

75

⑨
‐
43

佛
名
懺
悔
事

東
山
往
来
・
鵞
珠
抄
・
続
古
事
談

長
（
２
丁
半
）
・
説
話

問①②③

内
　
　
　
　
　
　
　
　
容

後
七
日
と
い
う
の
は
。

「
神
事
多
キ
ニ
依
テ
、
七
日
マ
テ
ハ
出
家
不
二ル

参
内
一セ

」
た
め
、
八
日

か
ら
始
ま
る
御
修
法
な
の
で
、
後
七
日
と
い
う
。

唐
の
内
道
場
に
擬
し
て
、
弘
法
大
師
が
奏
上
し
た
の
が
後
七
日
修

法
の
始
ま
り
。
大
師
、
真
言
院
を
立
て
、
東
寺
の
長
者
を
阿
闍
梨

と
す
る
。

南
梁
武
帝
天
監
十
六
年
、
沙
門
恵
超
の
と
き
に
内
道
場
が
始
ま
っ

た
。

典
　
　
拠

『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』

巻
十
第
一
段
「
正
月
修
報
」

未
　
詳



全
体
を
見
る
と
、『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』
か
ら
と
思
わ
れ
る
本
文
と
『
通
海
参

詣
記
』
か
ら
の
引
用
、
お
よ
び
、
典
拠
は
未
詳
だ
が
中
国
に
お
け
る
宮
中
の
仏
事
の

歴
史
に
つ
い
て
の
説
明
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、「
後
七
日
修
法
」
の
意
味
お
よ
び
意

義
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
①
か
ら
⑥
ま
で
は
、
後
七
日
修
法
の
始
ま
り
の
説
明
で
あ
る
。
日
本
の
真

言
宗
の
祖
で
あ
る
弘
法
大
師
の
奏
上
に
よ
り
、
唐
の
内
道
場
に
擬
し
て
作
ら
れ
た
の

が
真
言
院
で
あ
り
、
こ
の
修
法
が
伊
勢
大
神
宮
の
本
地
で
あ
る
「
理
智
両
部
ノ
曼
荼

羅
」
を
本
尊
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

次
に
続
く
⑦
か
ら
⑩
は
、
修
法
の
眼
目
と
な
る
三
国
伝
来
の
仏
舎
利
が
話
題
の
中

心
と
な
る
。
そ
し
て
、
仏
舎
利
が
大
神
宮
に
納
受
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
大
寺

の
本
仏
が
大
神
宮
の
本
地
、
盧
舎
那
仏
と
な
っ
た
と
い
う
話
を
通
し
て
、
後
七
日
修

法
と
大
神
宮
の
本
地
盧
舎
那
仏
と
の
繋
が
り
を
確
認
す
る
。

⑪
と
⑫
は
後
七
日
修
法
と
同
時
に
行
わ
れ
る
御
斎
会
の
話
題
が
中
心
と
な
る
。
行

誉
は
御
斎
会
に
お
け
る
弘
法
大
師
の
活
躍
も
挙
げ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
御
斎
会

の
本
尊
が
、
東
大
寺
と
同
じ
盧
舎
那
仏
で
あ
り
、
御
斎
会
・
後
七
日
修
法
と
い
う
禁

中
に
お
け
る
顕
密
の
仏
事
が
、
大
神
宮
の
本
地
を
奉
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
強
調
す

る
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
大
神
宮
の
本
地
と
禁
中
の
仏
事
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
⑥
・
⑨
・

⑩
・
⑪
は
、『
通
海
参
詣
記
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
弘
安
九
年
（
一
二
八

六
）
に
成
立
し
た
「
醍
醐
寺
系
の
神
仏
習
合
書
」u

で
あ
り
、「
参
宮
し
た
僧
と
俗
（
神

宮
祢
宜
）
と
の
仮
構
の
問
答
を
設
け
な
し
て
、
そ
の
対
話
を
介
し
て
伊
勢
神
宮
の
歴

史
を
明
ら
め
（
上
巻
）、
神
宮
に
お
け
る
仏
法
崇
敬
の
意
義
を
主
張
す
る
（
下
巻
）
為

に
、
祭
主
大
中
臣
氏
出
身
の
醍
醐
寺
僧
権
僧
正
通
海
が
著
し
た
も
の
」i

で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
聖
武
天
皇
の
東
大
寺
建
立
に
際
し
て
、
大

神
宮
が
自
ら
の
本
地
を
盧
舎
那
仏
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
と
い
う
話
に
纏
わ
る
部

分
で
あ
っ
た
。
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二
七

『
●
嚢
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』
に
お
け
る
神
と
仏

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬

唐
開
元
七
年
の
玄
宗
皇
帝
の
と
き
の
金
剛
智
三
蔵
の
例
と
、
代
宗

の
と
き
の
不
空
三
蔵
の
例
。

唐
代
に
内
道
場
を
密
場
と
し
た
の
を
、
大
師
が
こ
れ
に
準
え
て
奏

聞
し
た
。

「
只
内
外
二
宮
ノ
御
本
地
、
理
智
両
部
ノ
曼
荼
羅
ヲ
安
置
シ
テ
、
密

ニ
付
テ
彼
ノ

御
本
地
ヲ
被
修
也
。」

仏
舎
利
を
こ
の
修
法
の
眼
目
と
す
る
。「
八
祖
相
承
ノ
道
肝
也
」。

南
天
竺
金
剛
智
三
蔵
が
玄
宗
皇
帝
の
と
き
に
仏
舎
利
を
持
っ
て
来

朝
し
た
こ
と
。「
此
舎
利
永
附
法
印
璽
ト
シ
テ
、
今
ニ
傳
レ
リ
」

東
寺
に
金
剛
智
三
蔵
か
ら
弘
法
大
師
に
至
る
三
国
伝
来
の
舎
利
が

伝
わ
る
。

後
七
日
修
法
に
お
い
て
、
大
師
が
仏
舎
利
を
肝
心
と
し
た
の
は
、

聖
武
天
皇
が
東
大
寺
建
立
に
際
し
て
、
行
基
菩
薩
を
御
使
と
し
て

佛
舎
利
一
粒
を
太
神
宮
に
奉
っ
た
と
き
に
、
御
託
宣
が
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
。

「
此
御
納
受
新
ナ
ル
故
也
。
太
神
宮
御
本
地
、
盧
舎
那
ヲ
本
佛
ト
シ
、

相
殿
御
本
地
観
音
虚
空
蔵
ヲ
脇
士
ト
シ
テ
、
東
大
寺
立
給
ヘ
リ
。」

清
和
天
皇
が
年
始
の
御
斎
会
に
お
い
て
、
大
神
宮
の
本
地
で
あ
る

盧
舎
那
仏
・
観
音
・
虚
空
蔵
の
三
尊
を
大
極
殿
の
本
尊
と
し
た
。

御
斎
会
の
先
蹤
は
聖
武
天
皇
の
最
勝
会
で
あ
り
、
本
格
的
に
始
ま

っ
た
の
は
称
徳
天
皇
の
世
で
あ
る
。
そ
の
後
、
弘
法
大
師
が
講
肆

と
し
て
「
博
學
ノ
宏
才
」
を
振
る
っ
た
が
、
大
師
の
奏
上
に
よ
り

後
七
日
修
法
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、「
顕
密
ノ
二
趣
共
ニ
備
テ
、
如

来
ノ
本
意
ニ
叶
者
」
で
あ
っ
た
。

震
旦
の
大
極
殿
の
御
斎
会
の
始
ま
り
に
つ
い
て
。

後
七
日
と
は
、
た
だ
内
侍
所
に
つ
い
て
、
年
始
七
日
僧
を
忌
み
、

後
御
本
地
に
つ
い
て
八
日
か
ら
行
わ
れ
る
修
法
な
の
で
、
後
七
日

と
い
う
の
だ
。

未
　
詳

『
通
海
参
詣
記
』
下
、
第
五

『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』

巻
第
二
段
「
舎
利
潅
浴
」

「
大
師
ノ
御
記
」（
未
詳
）

『
通
海
参
詣
記
』
下
、
第
三

『
通
海
参
詣
記
』
下
、
第
四

『
通
海
参
詣
記
』
下
、
第
五

『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』

巻
十
第
一
段
「
正
月
修
法
」

未
　
詳

（
傍
線
引
用
者
）



ち
な
み
に
、
続
く
巻
五
―
３
「
二
間
供
事
」
の
冒
頭
を
見
る
と
、

仁
壽
殿
ノ
観
音
供
ノ

事
也
。
是
大
師
依
二

奏
聞
ニ一

。
承
和
元
年
ヨ
リ
始
也
。
東
寺

ノ
長
者
勤
ムレ

之
ヲ

。
毎
月
十
八
日
、
阿
闍
梨
参
内
シ
テ

、
於
二

仁
壽
殿
ニ一

観
音
供
ヲ
勤

ル
。
是
モ
内
侍
所
ニ
付
テ
、
御
神
体
ヲ
観
ズ
ル
、
秘
傳
侍
ル
ト
カ
ヤ
。（
後
略
）

と
あ
る
が
、
こ
こ
も
『
通
海
参
詣
記
』
の
同
じ
部
分
か
ら
の
引
用
で
あ
りo

、
後
七
日

修
法
や
御
斎
会
と
同
様
、
二
間
供
も
大
神
宮
の
本
地
に
関
わ
る
仏
事
で
あ
る
こ
と
を

説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
仏
事
の
説
明
が
、
す
べ
て
日
本
の
真
言
宗
の
祖
師
で
あ
る
弘

法
大
師
と
の
関
わ
り
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
行
誉
の
意
図
が
真
言
僧
の
行

う
禁
中
仏
事
の
正
統
性
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
か
ら
、
行
誉
が
「
後
七
日
事
」
や
次
の
「
二
間
供
事
」
に
お
い
て
『
通
海
参

詣
記
』
を
引
用
し
た
の
は
、
後
七
日
修
法
や
、
御
斎
会
な
ど
の
禁
中
仏
事
の
本
質
は
、

皇
祖
神
た
る
大
神
宮
の
本
地
の
も
と
に
行
わ
れ
る
ゆ
え
に
、
神
事
に
匹
敵
す
る
正
統

な
儀
式
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
執
り
行
う
真
言
僧
の
国
家
的
立
場
の
重
要
性
と
を

主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
仏
法
に

よ
る
王
法
守
護
と
い
う
枠
組
み
の
正
当
化
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

四．

な
ぜ
大
神
宮
は
僧
を
忌
む
の
か

前
章
に
見
た
よ
う
に
、
巻
五
―
２
「
後
七
日
事
」
で
は
、
要
所
要
所
に
『
通
海
参

詣
記
』
が
引
用
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
年
始
に
宮
中
で
行
わ
れ
る
後
七
日
修
法
も
御

斎
会
も
、
と
も
に
大
神
宮
の
本
地
を
本
尊
と
し
て
行
わ
れ
る
仏
事
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
２
条
の
冒
頭
と
末
尾
に
は
、
年
始
七
日
の
神
事
で
は
僧
が
忌
ま
れ
る

た
め
に
そ
れ
を
避
け
、
八
日
以
降
に
行
わ
れ
る
か
ら
後
七
日
と
す
る
の
だ
と
い
う
説

明
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
皇
祖
神
た
る
大
神
宮
の
本
地
を
本
尊
と
し
て
行
わ
れ
る
、
正
統
な
宮
廷

行
事
で
あ
る
は
ず
の
後
七
日
や
御
斎
会
が
、
仏
事
で
あ
る
が
ゆ
え
に
年
始
の
神
事
と

は
共
存
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
を
２
条
は
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
次
に
来
る
の
は
、
宮
中
の
仏
事
に
お
い
て
、
そ
の

本
地
が
本
尊
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
大
神
宮
が
僧
を
忌
む
と
い
う
現
実
を
ど
う
説
明

す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
を
出
そ
う
と
し
た
の
が
、
巻
五
―
６
「
太
神
宮
御
事
」

で
あ
る
。

こ
の
条
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
引
用
典
拠
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
通

海
参
詣
記
』
と
『
続
古
事
談
』、
慈
遍
の
『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
か
ら
の
引
用
の
組

み
合
わ
せ
で
あ
る
。
全
体
は
刊
本
で
八
丁
半
の
長
大
な
も
の
と
な
る
の
で
、
梗
概
を

私
に
段
落
に
分
け
て
示
す
。

《
『

嚢
鈔
』
巻
五
―
６
「
太
神
宮
御
事
」
》
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内
　
　
　
　
　
　
　
　
容

太
神
宮
御
事
（
の
謂
わ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
て
ほ
し
い
）

「
尤
可
二

存
知
一

事
也
。
然
ニ

両
宮
ノ

謂
レ
、
并
僧
ヲ
忌イ

ミ

給
事
。
此
事
極

タ
ル
難
儀
也
。」
真
言
側
か
ら
の
神
道
説
に
基
づ
く
神
宮
の
神
々
の

本
地
の
簡
潔
な
説
明
。

「
次
ニ
宮
中
ニ

僧
ヲ
忌イ

ム

事
。
是
又
異
説
多
端
故
ニ
、
注
シ
侍
ラ
ン
。

心
ヲ
留
テ
披
閲
ア
ル
ヘ
シ
。」
神
宮
が
僧
を
忌
む
こ
と
に
つ
い
て
の
、

あ
る
僧
と
俗
と
の
問
答
。

大
神
宮
が
「
佛
法
ヲ
忌
セ
給
ヌ
」
例
。
春
日
大
明
神
御
託
宣
。

「
法
施
ヲ
以
テ
先
ト
セ
ラ
ル
」
例
。
仁
明
天
皇
と
清
和
天
皇
。

大
神
宮
か
ら
の
訴
え
に
対
し
て
、
堀
河
天
皇
が
返
事
を
し
な
か
っ

た
た
め
に
、
坊
門
左
大
弁
為
隆
が
白
河
院
に
「
内
裏
ニ
ハ
、
御
物

気
発
セ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
タ
リ
」
と
報
告
し
た
話
。

後
三
条
天
皇
が
大
神
宮
へ
奉
る
宣
命
に
「
我
位
ニ
即
テ
後
、
一
事

典
　
　
拠

未
　
詳

『
通
海
参
詣
記
』
下
、
第

一『
通
海
参
詣
記
』
下
、
第
六

『
通
海
参
詣
記
』
下
、
第
七

『
続
古
事
談
』
一
一

『
続
古
事
談
』
三
二



全
部
で
十
五
の
段
落
に
分
け
た
が
、
②
が
も
っ
と
も
長
大
な
部
分
で
あ
り
、
刊
本

の
場
合
、
約
五
丁
半
を
占
め
る
。
こ
こ
は
一
部
を
除
き
、『
通
海
参
詣
記
』
下
の
一

「
於
神
宮
仏
法
禁
忌
可
達
神
慮
事
」
か
ら
、
ほ
ぼ
ま
る
写
し
の
形
で
僧
と
俗
と
の
問

答
を
引
用
す
る
。

具
体
的
に
は
、
俗
（
神
官
）
の
挙
げ
た
大
神
宮
が
僧
を
忌
む
理
由
、
す
な
わ
ち
、

第
六
天
魔
王
・
伊
弉
諾
尊
契
約
説
、
伊
弉
諾
尊
・
伊
舎
那
天
同
体
説
、
さ
ら
に
は
外

で
は
忌
み
な
が
ら
内
で
は
仏
法
に
帰
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
説
を
、
僧
が
こ
と
ご
と

く
否
定
し
、
大
神
宮
が
僧
を
忌
む
の
は
神
代
か
ら
の
こ
と
で
は
な
く
、
単
に
古
く
か

ら
の
習
わ
し
（「
習
旧
（
旧
習
）
ス
ル
事
」）
に
す
ぎ
な
い
と
喝
破
す
る
と
い
う
内
容
で

あ
る
。

『
通
海
参
詣
記
』
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
西
山
克
氏
が
詳
し
く
分
析
さ
れ
、

当
時
の
伊
勢
神
宮
を
巡
る
環
境
の
中
で
有
力
で
あ
っ
た
説
に
対
す
る
、
密
教
側
か
ら

の
批
判
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る!0

。

さ
て
、
行
誉
に
と
っ
て
、「
後
七
日
事
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
矛
盾
は
、
国
家

に
お
け
る
真
言
僧
の
存
在
意
義
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
通
海
参
詣
記
』
は
、
真
言
僧
の

立
場
か
ら
大
神
宮
が
僧
を
忌
む
と
い
う
問
題
と
切
り
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
行
誉
に
は
都
合
の
い
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
大
神
宮
が
最
初
か
ら
仏
法
を
忌
避
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
い
と
結
論
づ
け
る
『
通
海
参
詣
記
』
の
主
張
は
、
玉
体
安
穏
、
鎮
護
国
家
を
祈

念
し
て
、
宮
中
に
て
行
わ
れ
る
後
七
日
修
法
が
、
王
法
守
護
と
し
て
の
仏
法
を
体
現

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

だ
が
、
単
に
古
く
か
ら
の
習
わ
し
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
『
通
海
参
詣
記
』
の
反
駁

は
、
そ
の
理
由
を
説
く
通
説
を
覆
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
僧
が
参
宮
で
き
な
い
と
い

う
厳
然
た
る
現
実
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
行
誉
は
『
通
海
参
詣
記
』
か
ら
離
れ
、
別
の
視
点
か
ら
、
こ
の
矛
盾
し

た
現
実
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
捜
す
。
そ
れ
は
、
神
仏
の
立
場
の

違
い
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
棲
み
分
け
の
問
題
に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
と
、
仏

法
の
堕
落
に
因
を
求
め
、
同
時
代
の
寺
院
や
僧
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
方
向
へ
と
問

題
意
識
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

行
誉
は
、
⑤
⑥
の
『
続
古
事
談
』
か
ら
の
説
話
引
用
と
⑦
の
『
通
海
参
詣
記
』
七

に
引
か
れ
る
後
嵯
峨
院
の
官
符
の
引
用
を
ま
と
め
、「
争
カ
佛
法
ヲ
忌
給
ハ
ン
。
誰

カ
此
神
ヲ
不
レン

奉
レ

仰
」（
⑧
）
と
述
べ
た
後
、

⑨
　
但
御
誓
ヒ
ナ
キ
ニ
シ
モ
非
ス
。
佛
神
ノ

内
證
同
一
ニ

シ
テ
、
而
モ
化
儀
各
別

也
。
神
道
ハ
一
法
未
タレ

起
ラ

所
ヲ
守
テ
、
起
ル
所
ノ
万
物
ヲ
ハ
、
皆
穢
悪
也
ト
忌
ム

。

佛
法
ハ
、
二
途
既
分
レ
テ
後
、
諸
ノ

迷
ヒ

ア
ル
ヲ
悉
ク

實
相
ト
見
ル
。
然
其
佛
法

ニ
専
ラ
本
初
不
生
ヲ
談
シ
、
神
道
ニ
又
和
光
同
塵
ノ

利
益
普
シ
。
サ
レ
ハ
互
ニ

闕
事
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
暫
ク

神
ヲ
面
ト
ス
ル
時
ハ
、
本
ヲ
守
リ
テ
穢
ヲ
忌
ム
。
其

末
ヲ
導
ン
為
也
。
佛
ハ
又
末
ヲ
導
キ
本
ヲ
示
ス
。
其
本
ヲ
為
令
レ

覚
也
。

と
説
明
す
る
。
じ
つ
は
こ
の
⑨
は
、
慈
遍
の
『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下
「
佛
神
同
異
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『
●
嚢
鈔
』
に
お
け
る
神
と
仏

⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

『
通
海
参
詣
記
』
七

『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下

『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下

『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下

『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下

『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下

『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下

ト
シ
テ
僻
事
セ
ズ
」
と
書
き
、
大
江
匡
房
か
ら
咎
め
ら
れ
た
話
。

後
嵯
峨
院
の
杉
堂
法
楽
寺
を
御
願
寺
と
す
る
官
符
の
引
用
。

「
争
カ
佛
法
ヲ
忌
給
ハ
ン
。
誰
カ
此
神
ヲ
不
レン

奉
レ

仰
」

神
と
仏
の
違
い
。
神
は
本
を
守
り
、
仏
は
末
を
導
く
。

真
俗
・
迷
悟
の
別
を
立
て
、
仏
見
法
見
を
起
こ
す
の
で
僧
尼
は
神

に
忌
ま
れ
る
。

末
代
名
字
の
僧
尼
は
教
と
機
と
が
背
い
て
い
る
た
め
神
に
忌
ま
れ

る
。

仁
王
経
に
い
う
、
獅
子
身
中
の
虫
の
説
。

涅
槃
経
に
い
う
、
仏
弟
子
が
妄
り
に
堂
塔
を
建
て
る
話
。

法
華
経
に
い
う
、
慢
心
の
無
知
の
比
丘
僧
の
話
。

「
短
才
ヲ
以
テ
、
神
慮
ヲ
欺
カ
バ
、
必
其
罪
ア
ル
ヘ
シ
。
能
々
思
慮

有
ヘ
キ
事
ニ

ヤ
。」



事
」
の
後
半
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
神
と
仏
と
は
「
内
証
同
一
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
「
末
」
を
導
く
た
め
に
「
本
」
を
守
る
（
根
本
的
真
理
の
獲
得
を
先
行
さ
せ
る
）

か
、「
本
」
を
示
す
た
め
に
「
末
」
を
導
く
（
衆
生
へ
の
具
体
的
対
策
を
先
行
さ
せ
る
）

か
と
い
う
衆
生
の
救
済
の
方
向
性
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
究
極
の
目
的
は
一
緒
な

の
で
あ
る
と
い
う
理
論
で
あ
る!1

。

つ
ま
り
、
⑨
は
、
内
証
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
人
を
救
済
す
る
方
法
が
違
う
た
め

に
、
神
と
仏
と
は
棲
み
分
け
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
部
分
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
２
条
に
お
け
る
禁
中
仏
事
の
正
統
性
の
主
張
に
矛
盾
な
く
繋
が
る
も
の

で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
行
誉
は
、
僧
が
神
に
忌
ま
れ
る
理
由
を
、
同
じ
慈
遍
の
説
を
流
用
し
て
説

明
す
る
。

⑩
　
然
ヲ
佛
法ノ
　

ニ中
、
或
ハ

真
俗
二
諦
ヲ
堅
執
シ
、
我
相
●
慢
ヲ
本
ト
シ
、
剰
ヘ

佛
見
法
見
ヲ
起
シ
テ
神
道
ヲ
軽
ス
ル
カ
故
ニ
、
周
ク

是
ヲ
忌
給
。
其
文
ニ

云
、
天

照
太
神
ト

與
ト二

豊
受
太
神
一

別
無
レ

之
、
宗
神
無
為
ノ

大
祖
也
。
此
故
ニ

不
レ

起
二

佛
見

法
見
ヲ一

以
二

無
相
ノ

鏡
ヲ一

、
假
ニ

表
ス二

妙
躰
チ一

ト
云
云

。
深
ク

可
レ

想
子
細
也
。

典
拠
と
な
っ
た
、『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
下
「
佛
神
誓
別
事
」
で
は
、「
天
地
ノ
未

ワ
カ
レ
ザ
ル
其
先
ヲ
守
テ
、
起
ル
所
ノ
諸
ノ
穢
悪
ヲ
忌
ベ
シ
ト
示
」
す
の
が
神
で
あ

る
と
す
る
立
場
に
立
ち
、「
仏
教
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
真
俗
ノ
二
ヲ
立
、
迷
悟
ノ
別
ヲ
論

ジ
、
剰
ヘ
仏
見
法
見
ヲ
起
シ
テ
我
相

慢
ヲ
本
ト
ス
ル
故
ニ
、
コ
ト
サ
ラ
僧
尼
ヲ
イ

ミ
タ
マ
フ
」
と
す
る!2

。
さ
ら
に
、
神
道
が
天
下
万
民
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
の
に
対

し
、
仏
法
が
出
世
と
号
し
て
「
国
土
ヲ
ナ
イ
ガ
シ
ロ
ニ
」
す
る
か
ら
忌
む
の
だ
と
続

け
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
本
来
、
仏
教
の
持
つ
根
本
的
な
問
題
点
を
挙
げ
、
神
道
の

優
越
を
説
く
部
分
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
行
誉
は
、『
和
記
』
の
傍
線
部
の
「
仏
教
ト

云
ヘ
ル
ハ
」
と
い
う
仏
教
全
般
を
指
す
表
現
を
「
佛
法ノ

中ニ

」
と
書
き
換
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
仏
教
の
も
つ
根
本
的
な
問
題
と
の
指
摘
を
、
仏
法
の
中
に
は
そ
う
い
う
者

も
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
す
り
替
え
、
仏
法
側
の
陥
り
が
ち
な
反
省
す
べ
き
点

と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

続
く
⑪
は
、
末
代
の
仏
法
が
陥
っ
て
い
る
過
ち
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
、

ま
さ
に
行
誉
の
文
脈
に
沿
っ
た
説
な
の
だ
が
、
典
拠
は
同
じ
『
和
記
』
下
「
佛
神
誓

別
事
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
次
の
傍
線
部
以
外
は
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
て
い
な

い
。

⑪
又
末
代
名
字
ノ

僧
ノ

教
ト
機
ト
相
背
ク
故
ニ
、
専
ラ

呑
テ二

一
水
ヲ一

、
分
二

二
流
ヲ一

所

以
ニ

法
ハ

真
ヲ
教
レ
共
、
人
ハ
多
真
ナ
シ
。
實
ト
無
ウ

シ
テ
、
妄
リ
ニ
佛
法
ヲ
穢

シ
、
恣
ニ
國
土
ヲ
費
ス
。
爰
ヲ
以
テ

忌
給
共
云
也
。
此
誡
メ
、
又
神
明
ノ
ミ
ニ

非
ス
。
佛
法
ニ
則
多
シ
。

こ
れ
に
続
く
⑫
か
ら
⑭
ま
で
は
、
⑪
の
例
証
と
し
て
仏
典
に
見
ら
れ
る
例
を
挙
げ
た

も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
慈
遍
の
説
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
旨
は
、
仏
教
の
教

え
に
背
い
て
い
る
末
代
の
僧
た
ち
を
神
は
忌
む
の
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
玉
懸
博

之
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
慈
遍
が
「
末
代
に
は
仏
法
は
不
適
合
で
あ
る
」
と
し
た
も

の
と
捉
え
る!3

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
慈
遍
の
表
現
が
行
き
届
か
ず
、
そ

の
意
を
十
分
に
汲
む
こ
と
は
で
き
ぬ
」!4

と
こ
ろ
で
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
仏

法
側
の
反
省
材
料
と
受
け
取
る
行
誉
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
同
時
代
の
仏
法
の
堕
落
を
嘆
く
行
誉!5

に
と
っ
て
、
大
神
宮
が
僧
を
忌
む

こ
と
の
理
由
と
し
て
仏
法
側
の
堕
落
を
挙
げ
る
慈
遍
の
説
は
、
都
合
の
い
い
も
の
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
行
誉
は
一
見
、
慈
遍
の
説
を
拠
り
所

と
し
て
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
都
合
の
い
い
部
分
を
利
用

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
慈
遍
の
思
想
と
行
誉
の
思
想
と
は
、
根
本
的
に
相
容
れ
な

い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
行
誉
の
主
張
は
、
大
神
宮
の
本
地
を
本
尊
と
し
て
祈
る
と

こ
ろ
に
、
仏
法
、
と
く
に
真
言
僧
の
国
家
的
な
存
在
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
慈
遍
の
思
想
は
、
神
本
仏
従
・
半
本
地
垂
迹
的
立
場
の
神
道

思
想
で
あ
り
、
天
照
大
神
の
本
地
垂
迹
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た!6

。
だ
か
ら
、
行
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誉
は
慈
遍
の
説
を
有
効
に
利
用
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
主
張
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い

部
分
は
切
り
捨
て
て
し
ま
う
。
見
方
を
変
え
る
と
、
切
り
捨
て
た
痕
跡
に
こ
そ
、
行

誉
の
思
想
の
方
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

慈
遍
が
天
照
大
神
の
本
地
垂
迹
を
否
定
す
る
部
分
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

凡
冥
衆
ニ
於
テ
大
ニ
三
ノ
道
ア
リ
。
一
ニ
ハ
法
性
神
、
謂
ル
法
身
如
来
ト
同

体
。
今
ノ
宗

内
証
是
也
。
故
ニ
此
神
ニ
ハ
本
地
垂
跡
ト
テ
二
ツ
ヲ
立
ル
事
ナ

キ
也
。
二
ニ
ハ
有
覚
ノ
神
、
謂
ル
諸
ノ
権
現
ニ
テ
仏
菩
薩
ノ
本
ヲ
隠
シ
テ
萬
ノ

神
ト
ア
ラ
ハ
レ
玉
フ
是
也
。
三
ニ
ハ
実
迷
ノ
神
、
謂
ル
一
切
ノ
邪
神
ノ
習
ト
シ

テ
真
ノ
益
ナ
ク
愚
ナ
ル
物
ヲ
悩
シ
偽
レ
ル
託
宣
ノ
ミ
多
キ
類
是
也
。

（『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
中
「
尊
神
霊
験
事
」）

慈
遍
は
神
を
法
性
神
・
有
覚
神
・
実
冥
神
の
三
種
に
分
け
る
が
、
二
重
傍
線
部
の
よ

う
に
、
法
性
神
た
る
伊
勢
大
神
宮
（
天
照
大
神
）
は
「
本
地
垂
迹
」
の
よ
う
な
二
面

性
は
持
た
な
い
と
す
る!7

。
と
こ
ろ
が
、
行
誉
は
こ
の
部
分
を
引
用
し
な
が
ら
、

凡
神
道
ニ
大
ニ
三
ノ

不
同
ア
リ
。
一
ニ

ハ
法
性
ノ

神
。
其
ヲ
沙
汰
セ
ル
事
、
法

身
如
来
ノ
如
シ
ト
云
リ
。
二
ニ

ハ
有
覚
ノ

神
。
諸
権
現
ノ
利
生
ヲ
施
サ
ン
為
ニ
誓

テ
諸
仏
菩
薩
ノ
本
地
ヲ
隠
テ
、
万
ツ
ノ
神
ト
顕
レ
給
是
也
。
三
ニ

ハ
実
迷
神
。

一
切
ノ
邪
神
ヲ
習
ト
テ
、
真
ノ

益
無
ク
、
愚
ナ
ル
者
ヲ
悩
シ
、
偽
レ
ル
託
宣
ノ

ミ
多
シ

ト
云
云

。

（『

嚢
鈔
』
巻
五
―
10
「
神
道
醜
陋
耻
事
」）

と
い
う
よ
う
に
、
大
神
宮
の
本
地
垂
迹
を
否
定
し
た
二
重
傍
線
部
分
を
注
意
深
く
除

く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
行
誉
の
主
張
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
方
向
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
し

た
が
っ
て
先
行
資
料
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
主
張
と
は
、
大

神
宮
の
本
地
を
本
尊
と
し
て
仏
事
を
行
う
僧
の
存
在
は
、
神
に
よ
っ
て
本
来
忌
避
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
役
割
の
違
い
か
ら
そ
の
棲
み
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
仏
法
に
よ
る
王
法
守
護
と
い
う
役
割
を
正
常
に
機
能
さ

せ
る
た
め
に
は
、
仏
法
の
堕
落
を
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

五．

ま
と
め
に
か
え
て

前
章
で
は
、
行
誉
が
『
通
海
参
詣
記
』
の
説
と
『
豊
葦
原
神
風
和
記
』
の
説
と
を

巧
み
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
大
神
宮
が
僧
を
忌
む
理
由
を
説
明
し
て
い
く
論
理
展

開
を
辿
っ
て
み
た
。
そ
こ
に
は
、
真
言
僧
と
し
て
の
己
の
立
場
を
自
覚
し
、
仏
法
の

あ
り
か
た
を
正
そ
う
と
す
る
行
誉
の
姿
勢
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
誉

の
姿
勢
は
、
当
時
、
行
誉
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
や
、
同
時
代
の
思
想
と
無
関
係
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
最
後
に
行
誉
の
主
張
が
行
き
着
く
先
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
新
た
な
問
題
を
提
示
し
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

先
の
巻
五
―
６
「
太
神
宮
御
事
」
の
中
に
は
、
論
の
展
開
上
、
ど
う
見
て
も
異
質

な
段
落
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
『
続
古
事
談
』
の
説
話
を
引
用
す
る
⑤
段
落
と
⑥
段

落
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
、
神
が
僧
を
忌
む
は
ず
が
な
い
と
す
る
流
れ
と
は
違
い
、

こ
の
二
つ
の
み
は
僧
や
仏
法
の
話
題
と
は
無
関
係
な
説
話
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
伊

勢
大
神
宮
が
在
位
中
の
天
皇
に
対
し
て
強
大
な
権
威
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
説
話
な

の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
説
話
が
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
大
神
宮
の
本
地
が
盧
舎
那
仏
で
あ
る
と
す
る
前
提
と
関
係
が

あ
ろ
う
。
国
土
の
本
質
的
支
配
者
は
伊
勢
大
神
宮
に
あ
る
の
で
あ
り
、
天
皇
は
そ
の

下
で
国
の
統
治
を
任
さ
れ
て
い
る
存
在
に
す
ぎ
な
い!8

と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と

は
、
そ
の
本
地
た
る
盧
舎
那
仏
を
本
尊
と
し
て
玉
体
安
穏
、
鎮
護
国
家
を
祈
念
す
る

真
言
僧
の
役
割
の
重
み
を
も
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
僧
が
信
仰
す
る
べ
き
対
象

は
天
皇
の
上
に
位
置
す
る
神
で
あ
り
、
そ
の
本
地
仏
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
神
宮
の
天
皇
に
対
す
る
権
威
を
明
確
化
す
る
こ
と
は
、
仏
法

の
王
法
か
ら
の
独
立
を
主
張
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

今
回
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、『

嚢
鈔
』
巻
五
（
緇
問
上
）
に
は
、
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こ
の
よ
う
な
、
仏
法
の
王
法
に
対
す
る
独
立
性
を
主
張
す
る
条
項
が
確
か
に
存
在
す

る!9

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注q

拙
稿
「『

嚢
鈔
』
の
『
神
皇
正
統
記
』
引
用
―
政
道
論
を
中
心
に
―
」（『
伝
承
文

学
研
究
』
五
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
）、「『

嚢
鈔
』
と
式
目
注
釈
学
―
政
道
観
を

中
心
に
―
」（『
説
話
文
学
研
究
』
三
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）

w

拙
稿
「『

嚢
鈔
』
の
勧
学
性
―
素
問
を
中
心
に
―
」（『
論
究
日
本
文
学
』
六
七
号
、

一
九
九
七
年
十
二
月
）

e

拙
稿
「『

嚢
鈔
』
の
「
観
勝
寺
縁
起
」
―
緇
問
の
編
纂
意
識
に
関
わ
っ
て
―
」

（『
佛
教
文
学
』
二
六
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）、「『

嚢
鈔
』
の
大
圓
伝
―
『

嚢

鈔
』
の
観
勝
寺
縁
起
」
続
考
―
」（
古
稀
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
伝
承
文
化
の
展

望
―
日
本
の
民
俗
・
古
典
・
芸
能
―
』、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

r

拙
稿
「『
僧
不
可
礼
神
明
』
考
―
　
『

嚢
鈔
』
緇
問
上
に
見
る
王
法
仏
法
相
依

論
―
」（『
唱
導
文
学
研
究
』
第
四
集
、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
四
年
刊
行
予
定
）

t

拙
稿
「『

嚢
鈔
』
に
お
け
る
知
―
答
え
の
逸
脱
と
説
話
引
用
に
見
る
政
道
論
を

め
ぐ
っ
て
―
」（『
論
究
日
本
文
学
』
七
〇
号
、
一
九
九
九
年
五
月
）

y

61
「
知
地
震
動
事
」
で
は
、「
未
曾
有
経
説
」
と
し
て
、
金
翅
鳥
の
説
話
を
載
せ
る

が
、
こ
れ
は
『
宝
物
集
』
の
説
話
に
近
い
。
た
だ
し
、
最
後
に
、

金
翅
鳥
王
、
小
龍
ヲ
食
フ

故
ニ
、
命
終
ノ

時
、
必
ス

身
ヲ

大
海
ニ
投
シ
テ
、
龍
ニ

恩
ヲ

報
ス
ル
也
。
仍
テ

金
翅
鳥
ノ

璽タ
マ

龍
宮
ニ
ア
ル
也
。
是
第
一
ノ

宝
珠
ホ
ウ
シ
ュ

也
。
本
朝
ノ
神
　シ璽
ト

云
、
即
是
也
ト
　云云
。
是
第
一
義
通
リ
也
。

と
い
う
『
宝
物
集
』
に
は
な
い
言
説
が
あ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
説
話
が
王

権
の
レ
ガ
リ
ア
の
一
つ
「
神
璽
」
に
纏
わ
る
説
話
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の

と
し
て
、
看
過
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

u

西
山
克
「『
通
海
参
詣
記
』
を
語
る
」（
上
山
春
平
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
伊
勢
神
宮
』、

人
文
書
院
、
一
九
九
三
年
）

i

阿
部
泰
郎
「
伊
勢
に
参
る
聖
と
王
―
『
東
大
寺
衆
徒
参
詣
伊
勢
大
神
宮
記
』
を
め

ぐ
り
て
―
」（
今
谷
明
編
『
王
権
と
神
祇
』、
二
〇
〇
二
年
、
思
文
閣
出
版
）

o

該
当
部
分
を
引
用
す
る
と
、

Ａ
　
水
ノ
尾
ノ
天
王
モ
。
ル
サ
ナ
佛
観
音
虚
空
蔵
三
尊
ヲ
顕
シ
テ
、
年
始
御
齋
會

ノ
本
尊
ト
定
メ
置
レ
侍
リ
キ
。（
⑪
）
真
言
院
ニ
ハ
、
又
内
外
二
宮
ノ
御
本
地
理
智

両
部
ノ
万
荼
羅
ヲ
安
置
シ
テ
、
密
教
ニ
付
テ
後
七
日
ノ
御
修
法
ヲ
始
置
ル
。（
⑥
）

天
平
ノ
霊
詫
佛
舎
利
ノ
御
納
受
新
ナ
レ
ハ
、
弘
法
大
師
モ
又
舎
利
ヲ
持
テ
。
此
修

行
ノ
肝
心
ト
行
イ
給
ヘ
リ
。

Ｂ
　
此
大
阿
闍
梨
。
毎
月
十
八
日
仁
寿
殿
ノ
観
音
供
ヲ
勤
テ
。
神
体
ヲ
現
ス
ル
秘

伝
ノ
侍
ル
モ
、
此
因
縁
也
。

Ｃ
　
顕
ニ
付
キ
密
ニ
付
ケ
テ
、
太
神
宮
ノ
御
本
地
ヲ
顕
シ
テ
祈
申
サ
ル
ヽ
年
始
ノ

勅
願
ナ
リ
ト
ソ
承
ル
。
然
ラ
ハ
世
ア
ガ
リ
タ
ル
事
ナ
リ
シ
カ
ト
モ
、
称
徳
天
皇
重

祚
ノ
宣
命
ニ
ハ
。
佛
法
ヲ
先
ト
ス
ル
由
ヲ
、
太
神
宮
ニ
告
申
サ
レ
ケ
ル
也
。

（『
通
海
参
詣
記
』
下
　
第
五
）

と
な
っ
て
い
る
。
Ａ
の
傍
線
部
が
「
後
七
日
事
」
で
は
⑪
・
⑥
の
典
拠
と
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
Ｂ
は
「
二
間
供
事
」
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

部
分
の
ま
と
め
の
Ｃ
を
見
る
と
、
後
七
日
修
法
も
御
斎
会
も
、
勅
命
に
よ
り
、
大
神

宮
の
本
地
を
本
尊
と
し
て
行
わ
れ
る
仏
事
で
あ
り
、
か
つ
て
称
徳
天
皇
が
大
神
宮
に

「
佛
法
ヲ
先
ト
ス
ル
」
と
宣
言
し
た
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

!0

西
山
氏
前
掲
u
論
文

!1

玉
懸
博
之
「
中
世
神
道
家
の
歴
史
思
想
―
慈
遍
の
「
救
済
史
」
の
構
想
を
め
ぐ
っ

て
―
」（『
日
本
中
世
思
想
史
研
究
』、
一
九
九
八
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）

!2

以
下
、
引
用
は
続
々
群
書
類
従
本
に
よ
る
。

!3

玉
懸
氏
前
掲
!1
論
文

!4

玉
懸
氏
前
掲
!1
論
文

!5

拙
稿
r

!6

玉
懸
氏
前
掲
!1
論
文

!7

同
様
の
説
は
中
世
の
両
部
神
道
書
で
あ
る
、
真
福
寺
蔵
『
神
祇
秘
抄
』
に
も
見
ら

れ
る
。（
真
福
寺
善
本
叢
刊
７
『
中
世
日
本
紀
集
』
所
収
。
阿
部
泰
郎
氏
解
題
。
臨
川

書
店
、
一
九
九
九
年
）

!8

高
橋
美
由
紀
「
中
世
神
道
の
天
皇
観
」（
今
谷
明
編
『
王
権
と
神
祇
』、
二
〇
〇
二

年
、
思
文
閣
出
版
）

!9

た
と
え
ば
、『

嚢
鈔
』
巻
五
―
５
「
神
泉
園
事
」
で
は
、
効
験
比
べ
で
弘
法
大
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師
に
破
れ
た
守
敏
僧
都
が
、
天
皇
を
恨
ん
で
龍
神
を
水
瓶
に
と
じ
込
め
た
た
め
、
天

下
に
旱
魃
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
弘
法
大
師
が
神
泉
苑
で
善
女
龍
王
を
勧
請
し
て
祈

雨
の
法
を
行
う
こ
と
で
雨
を
降
ら
せ
た
と
い
う
、『
太
平
記
』
や
『
弘
法
大
師
行
状
絵

巻
』
に
見
ら
れ
る
説
話
が
引
か
れ
、
以
来
勅
命
に
よ
り
真
言
僧
に
よ
る
祈
雨
の
法
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
さ
て
、
そ
の
末
尾
は
、

夫
レ

上
代
ハ
上
ノ
政
コ
ト

正
ク
、
下
ノ

勤
メ

實
ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
風
雨
モ
時
ニ
随
テ
、
更
ニ

民
ノ
愁
ウ
レ
ヘ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。

ヤ
ウ
ヤ
ウ

漸
其
　ノ

儀ヲ
ト
ロ
ウ

　衰
ル
ニ
依
テ
、
皇
極
天
皇
元
壬丑

年
夏
旱
ヒ
デ
リ
シ
テ
所
々

ニ
牛
馬
ヲ
殺
テ
、
神
ヲ
祭
ト
云
共
、
更
ニ

降カ
ウ

雨ウ

ナ
シ
。
仍
テ

入イ
ル

鹿カ

ノ

大
臣
佛
力
ヲ

カ
ル借

。
七
月
ニ
始
　ニ

勅
シ
テ
於
　二

諸
寺
　一ニ

、
ヨ
ム讀

　二

大
雲
経
　一ヲ

、
遂
　ニ

雨
　ヲ

ウ得
ト
見
タ
リ
。

と
締
め
括
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
帝
徳
の
衰
え
に
よ
る
災
害
を
「
佛
力
」

を
借
り
て
防
ぐ
も
の
が
祈
雨
法
で
あ
る
と
す
る
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
他
に
も
35
条
の
「
僧
礼
神
明
否
事
」
で
は
、
僧
が
王
に
礼
拝
し
な
い
と

い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
王
法
の
守
護
た
る
仏
法
の
、
王
法
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら

の
独
立
を
主
張
す
る
。

（
国
立
呉
高
専
一
般
科
目
助
教
授
）

503

一
三
三

『
●
嚢
鈔
』
に
お
け
る
神
と
仏


